
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
参
照
条
文

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
章
、
第
二
章
第
二
節
第
一
款
、
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
附
則
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
十
条
及
び
第
十
二
条
か
ら
第

十
四
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
章
第
二
節
（
第
一
款
を
除
く
。
）
、
第
五
十
七
条
、
第
七
十
五
条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
八

条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
、
第
九
十
条
（
第
八
十
八
条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
第
九
十
一
条
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
十
九
年
四
月
一
日


